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医療機関向けマスクの医療機関等への配布について（至急） 

 

平素より本会会務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、昨日、厚生労働省医政局経済課より都道府県衛生主管部（局）宛て

連絡がありましたのでお知らせいたします。 

新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策第２弾（令和２年３月10日、新型コロナウ

イルス感染症対策本部）については、令和２年３月11日付け日薬総発第11号にてお知ら

せしたところであり、医療機関向けのマスクについては1,500万枚を国が購入・確保し、

地方公共団体などを経由して必要な医療機関に対して優先配布を行うこととなりました。 

今般、医療機関向けのマスクの医療機関や薬局への優先配布の仕組みが整理されました。

具体的には、各都道府県における備蓄状況及び人口を勘案して按分の上、国が送付量を決

定し、今週末に医政局経済課より発送作業を行うとのことです（3月16日（月）から順次、

各都道府県に到着する見込み）。医療機関等へマスクを提供する際の目安としては、①感染

症指定医療機関等を優先、②重症度が高い患者が入院するなどの病院を優先、③在庫の不

足の程度（何日分の在庫があるか）など個別のニーズについて、緊急性が高い医療機関等

（病院、診療所、歯科診療所、薬局）を優先、④その他特別の事由がある場合は当該医療

機関等（病院、診療所、歯科診療所、薬局）を優先（介護施設等については、必要な医療

機関に十分配布した上で、各都道府県の判断で配布することは差し支えない）という考え

方を基本として判断することとされています。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会におかれましては、各薬局における状況を把握

の上、都道府県との調整をしていただけますよう、宜しくお願い申し上げます。 














